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２ 岐阜県高等学校体育連盟規約  （抜粋） 
                                    
 

（新） 
 
 
    第４章  組織 
 
第５条  

 ２ 本連盟は、全国高等学校体育連盟、東海高等学校体育連盟並びに
  （公財）岐阜県スポーツ協会に加盟する。 
 
 第６条  本連盟に次の組織を置く。  
 （４）委員会   研究委員会、広報委員会、体力・競技力向上

委員会  
  
第９条  会長及び副会長は、代表者会において選任する。 

 
 
 第 11条  
 ２  会長は、前項の他に若干名の理事を代表者会の承認を得て、委嘱
  することができる。 
 ３  理事は、理事会を組織し、代表者会で決議された大綱に応じ、所
  要事項を企画・立案・運営する。 
 
 
 第12条  監事は、代表者会の承認を得て、会長が委嘱する。なお、監
    事は、他の役員を兼ねることができない。 
 
 第 13条  
 ２  顧問及び参与は、代表者会の承認を得て、会長が委嘱する。 
 
  
 第14条  加盟校代表者は、代表者会の都度、各加盟校が１名選出す 
    る。 
 ２  加盟校代表者は、代表者会に出席し、その表決に加わる。 
  
 
     第６章 会議 
 
 第16条  本連盟に次の会議を置く。なお、構成メンバーは次のとおり

とする。ただし、会長が特に必要と認めた者を加えることができ
る。 

   （１）代表者会（会長、副会長、支部会長、理事長、副理事長、 
           事務局長、加盟校代表者） 
 
 第17条  代表者会議は、本連盟の決議機関であり、加盟校代表者をも

って構成する。 
 

 

（旧） 
 
 
    第４章  組織 
 
 第５条  
 ２ 本連盟は、全国高等学校体育連盟、東海高等学校体育連盟並びに
  （財）岐阜県体育協会に加盟する。 
 
第６条  本連盟に次の組織を置く。  

 （４）委員会   研究委員会、広報委員会、体力・競技力向上
委員会  

 
 第９条  会長及び副会長は、評議員会において選任する。 
 
 
 第 11条  
 ２  会長は、前項の他に若干名の理事を評議員会の承認を得て、委嘱
   することができる。 
 ３  理事は、理事会を組織し、評議員会で決議された大綱に応じ、所
  要事項を企画・立案・運営する。 
 
 
 第12条  監事は、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。なお、監
       事は、他の役員を兼ねることができない。 
  
 第 13条  
 ２  顧問及び参与は、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。 
 
 
 第14条  評議員は、評議員会の都度、各加盟校が１名選出する。 
 
 ２  評議員は、評議員会に出席し、その表決に加わる。 
  
 
    第６章 会議 
 
 第16条  本連盟に次の会議を置く。なお、構成メンバーは次のとおり

とする。ただし、会長が特に必要と認めた者を加えることができ
る。 

   （１）評議員会（会長、副会長、支部会長、理事長、副理事長、 
                     事務局長、加盟校代表者） 
 
 第17条  評議員会は、本連盟の決議機関であり、評議員をもって構成
       する。 
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 ２  代表者会議は、年１回これを開き、会長が議長となり、次に掲げ
る事項について審議・決定する。 

 ３  会長は、必要に応じて臨時代表者会議を招集することができる。 
 
 
     第９章  補則 
 
 第26条  本規約の施行について、必要な細目は理事会の決議を経て、
    会長がこれを定める。 
 
   附則 
 
    この規約は、昭和24年４月に施行する。 
    この規約は、平成５年４月27日に一部改訂する。 
     この規約は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この規約は、平成20年４月22日に一部改訂する。 
     この規約は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
     この規約は、平成27年４月21日に一部改訂する。 
   この規約は、令和２年４月14日に一部改正する（第5条） 

この規約は、令和２年４月14日に一部改正する（第6条） 
 
 

 ２  評議員会は、年１回これを開き、会長が議長となり、次に掲げる
   事項について審議・決定する。 
 ３  会長は、必要に応じて臨時評議員会を招集することができる。 
 
 
     第９章  補則 
 
 第26条  本規約の施行について、必要な細目は理事会の決議を経て、
       会長がこれを定める。 
 
   附則 
 
    この規約は、昭和24年４月に施行する。 
    この規約は、平成５年４月27日に一部改訂する。 
     この規約は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この規約は、平成20年４月22日に一部改訂する。 
     この規約は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
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３ 岐阜県高等学校体育連盟内規  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
  （加盟校の入会及び競技種目の加盟） 
 
 ３ 本連盟に新たに入会する加盟校及び専門部に加入する競技種目

については、連盟の理事会の決議を経た上、連盟の代表者会議の
承認を得て加えることができる。 

 
 
  （特別別委員会） 
 
 ６ 本連盟に、次の特別委員会を設ける。なお、特別委員会の規定は

別に定める。 
（１）岐阜県高等学校総合体育大会総合開会式準備（実行）委員会 

 
 
    この内規は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この内規は、平成14年４月30日に一部改訂する。 

この内規は、平成20年４月22日に一部改訂する。 
     この内規は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
     この内規は、平成27年４月21日に一部改訂する。 
   この規約は、令和２年４月14日に一部改正する。 
 
 

 

（旧） 
 
  
  （加盟校の入会及び競技種目の加盟） 
 
 ３ 本連盟に新たに入会する加盟校及び専門部に加入する競技種目

については、連盟の理事会の決議を経た上、連盟の評議員会の承
認を得て加えることができる。 

 
 
  （特別別委員会） 
 
 ６ 本連盟に、次の特別委員会を設ける。なお、特別委員会の規定は

別に定める。 
（１）岐阜県高等学校総合体育大会総合開会式準備（実行）委員会 

 
  

この内規は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この内規は、平成14年４月30日に一部改訂する。 

この内規は、平成20年４月22日に一部改訂する。 
     この内規は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
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４ 岐阜県高等学校体育連盟加盟校分担金等に関する細則  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
第２条  加盟校分担金は、次のとおりとし、毎年５月末日までに

納入する。  
  （１）全日制課程     生徒１人につき年額  ５５０円 

（２）定時制・通信制課程 生徒１人につき年額  ２５０円 
 
 
 第４条 この細則の改正は、理事会で審議し、代表者会議の議決を経

なければならない。 
 
 
    この細則は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この細則は、平成14年４月30日に一部改訂する。 

この細則は、平成20年４月22日に一部改訂する。 
     この細則は、平成27年４月21日に一部改訂する。 
   この細則は、平成31年４月16日に一部改正する。 
 

 

（旧） 
 
  
第２条  加盟校分担金は、次のとおりとし、毎年５月末日までに

納入する。  
  （１）全日制課程     生徒１人につき年額  ４６０円 

（２）定時制・通信制課程 生徒１人につき年額  ２００円 
 
 
第４条 この細則の改正は、理事会で審議し、評議員会の議決を経な

ければならない。 
 
   この細則は、平成11年４月27日に一部改訂する。 

     この細則は、平成14年４月30日に一部改訂する。 
この細則は、平成20年４月22日に一部改訂する。 
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６ 岐阜県高等学校体育連盟支部規程  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
第８条  部会長及び副部会長は、支部の加盟校の校長の中から、

支部代表者会議において選出し、連盟の会長が委嘱する。  
 
第 10条  

 ２ 部会長は、前項の他に若干名の理事を支部代表者会議の承認を得
て、移植することができる。 

３ 理事は、支部理事会を組織し、支部代表者会議で決議された大綱
に応じ、所要事項を企画・立案・運営する。 

 
第11条 監事は、支部代表者会議の承認を得て、部会長が委嘱する。

なお、幹事は他の役員を兼ねることができない。 
 
第12条 
２ 顧問及び参与は、支部代表者会議の承認を得て、部会長が委嘱す

る。 
 
第13条 支部代表者は、支部代表者会議の都度、各加盟校が１名あて

選出する。 
２ 支部代表者は、支部代表者会議に出席し、その表決に加わる。 
 
第15条 支部の会議は、支部代表者会議、支部常務理事会及び支部理

事会とする。 
 
第16条 支部代表者会議は、支部の議決機関であり、支部代表者をも

って構成する。 
２ 支部代表者会議は、年１回これを開き、部会長が議長となり、次

に掲げる事項について審議・決定する。 
３ 部会長は、必要に応じて臨時支部代表者会議を招集することがで

きる。 
 

 
   附則 
 
    この規程は、平成11年４月27日から施行する。 
     この規程は、平成20年４月22日に一部改訂する。 
     この規程は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
     この規程は、平成27年４月21日に一部改訂する。 
   
 

 

（旧） 
 
 
第８条  部会長及び副部会長は、支部の加盟校の校長の中から、

支部評議員会において選出し、連盟の会長が委嘱する。  
 
第 10条  

 ２ 部会長は、前項の他に若干名の理事を支部評議員会の承認を得て
、移植することができる。 

３ 理事は、支部理事会を組織し、支部評議員会で決議された大綱に
応じ、所要事項を企画・立案・運営する。 

 
第11条 監事は、支部評議員会の承認を得て、部会長が委嘱する。な

お、幹事は他の役員を兼ねることができない。 
 
第12条 
２ 顧問及び参与は、支部評議員会の承認を得て、部会長が委嘱する

。 
 
第13条 支部評議員は、支部評議員会の都度、各加盟校が１名あて選

出する。 
２ 支部評議員は、支部評議員会に出席し、その表決に加わる。 
 
第15条 支部の会議は、支部評議員会、支部常務理事会及び支部理事

会とする。 
 
第16条 支部評議員会は、支部の議決機関であり、支部評議員をもっ

て構成する。 
２ 支部評議員会は、年１回これを開き、部会長が議長となり、次に

掲げる事項について審議・決定する。 
３ 部会長は、必要に応じて臨時支部評議員会を招集することができ

る。 
 

 
   附則 
 
    この規程は、平成11年４月27日から施行する。 
     この規程は、平成20年４月22日に一部改訂する。 
     この規程は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
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７ 岐阜県高等学校体育連盟定通部規程  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
第９条  部会長及び副部会長は、加盟校の校長・副校長の中から

定通部代表者会議において選出し、連盟の会長が委嘱する。 
 
第 11条  

 ２ 部会長は、前項の他に若干名の理事を定通部代表者会議の承認を
得て、移植することができる。 

３ 理事は、定通部理事会を組織し、定通部代表者会議で決議された
大綱に応じ、所要事項を企画・立案・運営する。 

 
第12条 監事は、定通部代表者会議の承認を得て、部会長が委嘱する

。なお、幹事は他の役員を兼ねることができない。 
 
第13条 
２ 顧問及び参与は、定通部代表者会議の承認を得て、部会長が委嘱

する。 
 
第14条 定通部代表者は、定時部代表者会議の都度、各加盟校が１名

あて選出する。 
２ 定通部代表者は､定通部代表者会議に出席し､その評決に加わる。 
 
第16条 定通部の会議は、定通部代表者会議、定通理事会とする。 
 
第17条 定通部代表者会議は、定通部の議決機関であり、定通部代表

者をもって構成する。 
２ 定通部代表者会議は、年１回これを開き、部会長が議長となり、

次に掲げる事項について審議・決定する。 
３ 部会長は、必要に応じて臨時定通部代表者会議を招集することが

できる。 
 

 
   附則 
 
    この規程は、平成11年４月27日から施行する。 
     この規程は、平成13年５月10日に一部改訂する。 
     この規程は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
     この規程は、平成27年４月21日に一部改訂する。 
   

 

（旧） 
 
 
第９条  部会長及び副部会長は、加盟校の校長・副校長の中から

定通部評議員会において選出し、連盟の会長が委嘱する。  
 
第 11条  

 ２ 部会長は、前項の他に若干名の理事を定通部評議員会の承認を得
て、移植することができる。 

３ 理事は、定通部理事会を組織し、定通部評議員会で決議された大
綱に応じ、所要事項を企画・立案・運営する。 

 
第12条 監事は、定通部評議員会の承認を得て、部会長が委嘱する。

なお、幹事は他の役員を兼ねることができない。 
 
第13条 
２ 顧問及び参与は、定通部評議員会の承認を得て、部会長が委嘱す

る。 
 
第14条 定通部評議員は、定時部評議員会の都度、各加盟校が１名あ

て選出する。 
２ 定通部評議員は、定通部評議員会に出席し、その評決に加わる。 
 
第16条 定通部の会議は、定通部評議員会、定通理事会とする。 
 
第17条 定通部評議員会は、定通部の議決機関であり、定通部評議員

をもって構成する。 
２ 定通部評議員会は、年１回これを開き、部会長が議長となり、次

に掲げる事項について審議・決定する。 
３ 部会長は、必要に応じて臨時定通部評議員会を招集することがで

きる。 
 

 
   附則 
 
    この規程は、平成11年４月27日から施行する。 
     この規程は、平成13年５月10日に一部改訂する。 
     この規程は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
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９ 岐阜県高等学校体育連盟研究委員会会則  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
第５条  

 ２ 代表委員及び委員は、連盟の代表者会議において承認された者で
、連盟の会長が委嘱する。 

 
 
   附則 
 
    この会則は、平成５年７月６日から施行する。 

この会則は、平成６年４月26日一部改訂する。 
この会則は、平成11年４月27日一部改訂する。 

     この会則は、平成22年４月20日一部改訂する。 
     この規程は、平成27年４月21日一部改訂する。 
   

 

（旧） 
 
 
第５条  

 ２ 代表委員及び委員は、連盟の評議員会において承認された者で、
連盟の会長が委嘱する。 

 
 
   附則 
 
    この会則は、平成５年７月６日から施行する。 

この会則は、平成６年４月26日一部改訂する。 
この会則は、平成11年４月27日一部改訂する。 

     この会則は、平成22年４月20日一部改訂する。 
     この規程は、平成27年４月21日一部改訂する。 
  
      
 
      

 

９ 岐阜県高等学校体育連盟広報委員会会則  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
第５条  

 ２ 代表委員及び委員は、連盟の代表者会議において承認された者で
、連盟の会長が委嘱する。 

 
 
   附則 
 
    この会則は、平成11年４月27日から施行する。 
     この会則は、平成22年４月20日一部改訂する。 
     この規程は、平成27年４月21日一部改訂する。 
   

 

（旧） 
 
 
第５条  

 ２ 代表委員及び委員は、連盟の評議員会において承認された者で、
連盟の会長が委嘱する。 

 
 
   附則 
 
    この会則は、平成11年４月27から施行する。 
     この会則は、平成22年４月20日一部改訂する。 
     この規程は、平成27年４月21日一部改訂する。 
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11 岐阜県高等学校体育連盟体力・競技力向上委員会会則  （抜粋） 

この会則は令和２年４月 14日に廃止  

 

12 岐阜県高等学校総合体育大会総合開会式準備（実行）委員会会則   （抜粋） 

この会則は令和３年４月 13日に廃止  

 

13 岐阜県高等学校体育連盟表彰規程  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
第３条  

 （２） 優秀選手及び優秀チーム 
  イ ライフル射撃・軟式野球・女子ウエイトリフティング・ゴル

 フの各全国高等学校選手権大会で、３位以内に入賞したもの。 
 

 
附則 

 
    この規程は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この規程は、平成14年４月30日に一部改訂する。 
     この規程は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
     この規程は、令和２年４月14日に一部改訂する。 
 

 

（旧） 
 
 
第３条  

 （２） 優秀選手及び優秀チーム 
  イ ライフル射撃・軟式野球・女子ウエイトリフティング・ゴル

 フの各全国高等学校選手権大会で、３位以内に入賞したもの。 
 

 
附則 

 
    この規程は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この規程は、平成14年４月30日に一部改訂する。 
     この規程は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
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14 岐阜県高等学校体育連盟表彰規程内規  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
３  岐阜県高等学校体育連盟表彰規程第４条の推薦状については、下

記の様式にて連盟の会長に提出する。 
 

 【推薦状】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（旧） 
 
 
３  岐阜県高等学校体育連盟表彰規程第４条の推薦状については、下

記の様式にて連盟の会長に提出する。 
 

 【推薦状】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

岐阜県高等学校体育連盟会長 様 

 

所 属 名            

所属代者名            

 

岐阜県高等学校体育連盟表彰に係る推薦について 

 

 

平成  年  月  日 

 

岐阜県高等学校体育連盟会長 様 

 

所 属 名            

所属代者名          印 

 

岐阜県高等学校体育連盟表彰に係る推薦について 
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15 岐阜県高等学校体育連盟会計処理規程  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
第７条  教育委員会に提出する県補助金関係の会計にかかる提

出書類は、教育委員会体育健康課により指示された様式によ
り作成する。  

  
 

附則 
 
    この規程は、平成５年４月１日から施行する。 
     この規程は、平成10年４月１日から施行する。 
     この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成22年４月20日から施行する。 
 この規程は、平成27年４月21日から施行する。 

 

 

（旧） 
 
 
第７条  教育委員会に提出する県補助金関係の会計にかかる提

出書類は、教育委員会スポーツ課により指示された様式によ
り作成する。  

  
 

附則 
 
    この規程は、平成５年４月１日から施行する。 
     この規程は、平成10年４月１日から施行する。 
     この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成22年４月20日から施行する。 
  

 
     

 

16 岐阜県高等学校体育連盟旅費規程  （抜粋） 

 

 

（新） 
 
 
１  県外旅費 
 （１）大会役員旅費 

   エ 「ライフル射撃・ゴルフ」の各全国高等学校選手権大会 
 
 
附則 

 
    この規程は、昭和49年４月１日より施行する。 
    この規程は、昭和62年４月に一部改訂する。 

この規程は、平成３年４月23日に一部改訂する。 
     この規程は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この規程は、平成14年４月30日に一部改訂する。 
     この規程は、平成20年４月22日に一部改訂する。 

この規程は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
     この規約は、令和２年４月14日に一部改正する（第5条） 
 

 

（旧） 
 
 
１  県外旅費 
 （１）大会役員旅費 

   エ 「ライフル射撃・女子ウエイトリフティング・ゴルフ」の
各全国高等学校選手権大会 

 
 
附則 

 
    この規程は、昭和49年４月１日より施行する。 
    この規程は、昭和62年４月に一部改訂する。 

この規程は、平成３年４月23日に一部改訂する。 
     この規程は、平成11年４月27日に一部改訂する。 
     この規程は、平成14年４月30日に一部改訂する。 
     この規程は、平成20年４月22日に一部改訂する。 

この規程は、平成22年４月20日に一部改訂する。 
   

 


